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議案第１１０号

川口市支所設置条例の一部を改正する条例

川口市支所設置条例（昭和２２年告示第４０号）の一部を次のように改正する。

第２条の表戸塚支所の項名称の欄中「戸塚支所」を「東川口駅前行政センター」

に改め、同項位置の欄中「川口市戸塚３丁目１１番１号」を「川口市戸塚２丁目１

番１号」に改める。

附 則

この条例は、令和６年５月７日から施行する。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１１号

川口市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例

川口市行政財産の使用料に関する条例（昭和３９年条例第４８号）の一部を次の

ように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第４条関係）

使用の種類 単位 使用料

電 円
柱 ３条以下の電線を支持するもの １本 ２，７００
の
類 ４条又は５条の電線を支持するもの ４，１００

６条以上の電線を支持するもの ５，６００

電 ３条以下の電線を支持するもの １本 ２，４００
話
柱 ４条又は５条の電線を支持するもの ３，９００
の
類 ６条以上の電線を支持するもの ５，３００

その他の柱類 １本 ２４０

電 共架電線その他上空に設ける線類 １メートル ２４
線
の 地下に設ける電線その他の線類 １４
類

変 地上に設けるもの １個 ２，４００
圧
器 地下に設けるもの 使用面積１平方 １，４００

メートル

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電 １個 ４，８００
話所

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個 ２，０００

広告塔 表示面積１平方 １０，２００
メートル

地 外径が０．０７メートル未満のもの 管長１メートル １００
下
埋 外径が０．０７メートル以上０．１メ １４０
設 ートル未満のもの
管
・ 外径が０．１メートル以上０．１５メ ２２０
地 ートル未満のもの
上
施 外径が０．１５メートル以上０．２メ ２９０
設 ートル未満のもの
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管
外径が０．２メートル以上０．３メー ４３０
トル未満のもの

外径が０．３メートル以上０．４メー ５８０
トル未満のもの

外径が０．４メートル以上０．７メー １，０００
トル未満のもの

外径が０．７メートル以上１メートル １，４００
未満のもの

外径が１メートル以上のもの ２，９００

その他の工作物 使用面積１平方 ４，８００
メートル

別表備考第４号を次のように改める。

４ 使用面積若しくは表示面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しくは

０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０．０

１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全

面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するも

のとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市行政財産の使用料に関する条例の規定は、使用

の許可の期間の初日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後であ

る使用に係る使用料について適用し、使用の許可の期間の初日が施行日前である

使用に係る使用料については、なお従前の例による。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１２号

川口市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。

）第６５条第１項の規定に基づき、女性自立支援施設（困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律（令和４年法律第５２号）第１２条第１項に規定する女性

自立支援施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものと

する。

（基本方針）

第２条 女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境の下で、女性の人権に関

する高い識見及び専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状

況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めな

ければならない。

（基準と女性自立支援施設）

第３条 女性自立支援施設は、この条例で定める基準を超えて、常に、その設備及

び運営を向上させるよう努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第４条 女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の

保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮さ

れたものでなければならない。

（非常災害対策）

第５条 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けるとともに、非常災害に関する具体的計画（以下「非常災害計画」という。）

を策定しなければならない。

２ 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要

な訓練を行わなければならない。

（安全計画の策定等）

第６条 女性自立支援施設は、入所者の安全の確保を図るため、当該女性自立支援

施設の設備の安全点検、職員等に対する施設外での活動、取組等を含めた女性自
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立支援施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及

び訓練その他女性自立支援施設における安全に関する事項についての計画（以下

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２ 女性自立支援施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 女性自立支援施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。

（苦情への対応）

第７条 女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措

置を講じなければならない。

２ 女性自立支援施設は、その行った支援に関し、市長から指導又は助言を受けた

場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

３ 女性自立支援施設は、法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う法第８５

条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

（帳簿の整備）

第８条 女性自立支援施設は、設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する

帳簿を整備しなければならない。

（職員配置の基準）

第９条 女性自立支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。た

だし、調理業務の全部を委託する女性自立支援施設にあっては、第３号に掲げる

職員を置かないことができる。

(1) 施設長（女性自立支援施設の長をいう。以下同じ。） １

(2) 入所者の自立支援（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第１２条

第１項に規定する自立支援をいう。以下同じ。）を行う職員 ２以上

(3) 栄養士又は調理員 １以上

(4) 看護師又は心理療法担当職員 １以上

(5) 事務員 １以上
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(6) 前各号に掲げるもののほか、女性自立支援施設の業務を行うために必要な職

員 当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数

２ 女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者で

なければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合には、この限りでな

い。

（施設長の資格要件）

第１０条 施設長は、女性自立支援施設を運営するに当たって女性の人権に関する

高い識見及び専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなけれ

ばならない。

(1) 社会福祉主事の資格を有する者又は法第２条第１項に規定する社会福祉事業

若しくは困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律第２条に規定する困難な問題を抱える女性をいう。以下同じ。）への支援

に関する活動に３年以上従事した者であること。

(2) 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

(3) 心身ともに健全な者であること。

（設備の基準）

第１１条 女性自立支援施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の

建物を除く。次項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。同項において同

じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。同項

において同じ。）としなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を

有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建て

の女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されてい

ると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調

理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初

期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

- 6 -



り、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもので

あること。

３ 女性自立支援施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) 事務室

(2) 相談室

(3) 宿直室

(4) 居室

(5) 集会室兼談話室

(6) 静養室

(7) 医務室

(8) 作業室

(9) 食堂

(10) 調理室

(11) 洗面所

(12) 浴室

(13) 便所

(14) 洗濯室

(15) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

ア 入所者１人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね９．９平方メ

ートル以上とすること。

イ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けるこ

と。

ウ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、入所者の身の回り品を

各人別に収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設け

- 7 -



る場合には、寝具を収納するための設備を設けることを要しない。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具

を備えること。

(4) 食堂及び調理室 食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔

に保つために必要な措置を講ずること。

５ 前各項に規定するもののほか、女性自立支援施設の設備の基準は、次に定める

ところによる。

(1) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(2) 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

（秘密保持等）

第１２条 女性自立支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 女性自立支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。

（居室の入所定員）

第１３条 １の居室の定員は、１人とする。

２ 女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、

入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、前項の規定にかかわら

ず、１の居室の定員を２人以上とすることができる。

（自立支援等）

第１４条 女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所

者の心身の健康の回復及び生活（就労及び就学を含む。）に関する支援等を行わ

なければならない。

２ 女性自立支援施設は、入所者の個人としての尊厳を保ち、心身の状況並びに本

人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、当該女性自立支援

施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。

３ 女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、
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各入所者ごとに個別支援のための計画を作成しなければならない。

（食事の提供）

第１５条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状

況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
し

２ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

（業務継続計画の策定等）

第１６条 女性自立支援施設は、感染症及び非常災害が発生した場合において、入

所者に対する支援を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。

２ 女性自立支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 女性自立支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。

４ 業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体のものとして策定すること

ができる。

（保健衛生）

第１７条 女性自立支援施設は、入所者については、毎年２回以上定期に健康診断

を行わなければならない。

２ 女性自立支援施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清

潔を保たなければならない。

３ 女性自立支援施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的に管理するよう努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、

医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

４ 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施しなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）
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第１８条 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る女

性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働省令第３６号）

第１８条に規定する厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金

」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げ

るところにより管理しなければならない。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じ

た収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。）をその他

の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者

に取得させること。

（関係機関との連携）

第１９条 女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援員及び困難

な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所

（法に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設、保健所、医療機

関、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第２条に規定する職業紹介機関、職業

訓練機関、教育機関、都道府県警察、総合法律支援法（平成１６年法律第７４号

）第１３条に規定する日本司法支援センター、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第３条に規定する配偶者暴

力相談支援センター、母子・父子福祉団体その他の関係機関及び母子・父子自立

支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければな

らない。

（電磁的記録）

第２０条 女性自立支援施設及びその職員は、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され
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た紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、

又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

）により行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（川口市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止）

２ 川口市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条

例第３９号）は、廃止する。

（施設長の資格要件に関する基準に係る経過措置）

３ この条例の施行の際現に女性自立支援施設（困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律附則第８条第３項の規定の適用を受けるものに限る。以下「みなし

女性自立支援施設」という。）の長に任用されている者の資格要件については、

その者が引き続き当該みなし女性自立支援施設の長に任用されている間、前項の

規定による廃止前の川口市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（次項において「旧婦人保護施設設備運営基準条例」という。）第９条に規定

する基準を満たすことをもって、第１０条に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

（居室の面積及び入所定員に関する基準に係る経過措置）

４ みなし女性自立支援施設における居室の床面積及び入所定員に関する基準につ

いては、第１１条第４項第１号ア及び第１３条の規定にかかわらず、当分の間、

旧婦人保護施設設備運営基準条例第１０条第４項第１号ア及び第１１条に規定す

る基準によることができる。ただし、当該みなし女性自立支援施設が増築され、

又は改築された場合は、この限りでない。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１３号

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例

第５８号）の一部を次のように改正する。

第２６条中「内閣総理大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

第３２条中「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に改める。

第３７条中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２６条及び第３７条の

改正規定は、公布の日から施行する。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１４号

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２２条に次の１項を加える。

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項第

１号に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合に

おける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下

この項において同じ。）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、当該出産被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額のうち当該出産被保険者の出産の予定日（地方税

法施行規則第２４条の３０の５に規定する場合には、出産の日）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予

定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）に係るものとして減

額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第３条の規定により算定した所得割額に１２分の１を乗じて得た額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額に１２分の１

を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第５条の規定により算定した所得割額に１２分の１を

乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割
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額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第７条の規定により算定した所得割額に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額

当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した被保険者均等割額に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額

第２３条中「第２５条」を「第２６条第１項」に改める。

第２９条を第３０条とする。

第２８条の前の見出しを削り、同条を第２９条とし、同条の前に見出しとして「

（その他）」を付し、第２７条を第２８条とし、第２６条を第２７条とする。

第２５条第２項中「雇用保険受給資格者証（」を削り、「ものをいう。）その他

の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類」を「雇用保険受給資格者

証又は同令第１９条第３項に規定する雇用保険受給資格通知」に改め、同条を第２

６条とし、第２４条の次に次の１条を加える。

（出産被保険者に係る届出）

第２５条 国民健康保険税の納税義務者は、当該納税義務者の世帯に出産被保険者

が属する場合には、規則で定めるところにより、当該出産被保険者の氏名その他

の規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、規則で定める場合には、同項の規定による

届出を省略させることができる。

附則第１５項中「第２６条第１項第３号」を「第２７条第１項第３号」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例第２２条第３項の規定は、

令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令

和６年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健

康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１５号

川口市立文化財センター設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立文化財センター設置及び管理条例（平成１８年条例第３０号）の一部を

次のように改正する。

第２条の表川口市立文化財センターの項中「川口市本町１丁目１７番１号」を「

川口市鳩ヶ谷本町２丁目１番２２号」に改める。

第３条第２項の表郷土資料館の項を削る。

第９条中「、旧田中家住宅又は郷土資料館」を「又は旧田中家住宅」に改める。

別表第１郷土資料館の項を削る。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１６号

川口市都市公園条例の一部を改正する条例

川口市都市公園条例（昭和５３年条例第４５号）の一部を次のように改正する。

目次中「第３８条」を「第３９条」に、「第３９条」を「第４０条」に改める。

第２２条第４項中「第１項又は」を「同項又は」に改める。

第３９条を第４０条とする。

第３章中第３８条を第３９条とする。

第３７条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削り、同条を第３８条とし、第３

６条を第３７条とし、第３５条を第３６条とし、第３４条を第３５条とし、第３３

条の次に次の１条を加える。

（延滞金）

第３４条 使用料を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第１項の規定による督促をしたときは、

延滞金を徴収する。

２ 前項の規定による延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ滞納

額に年１４．５パーセントの割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）とする。

３ 前項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、前項に規定する延滞金の割合は、その年中においては、その年に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年１４．５パーセントの割合を超える場合には、年１４．５パーセ

ントの割合）とする。

４ 市長は、使用料を納付する義務を負う者が納期限までに使用料を納付しなかっ

たことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前２項の延滞金額を

減額し、又は免除することができる。

別表第４の１占用の許可を受けた者の使用料の表中備考以外の部分を次のように

改める。
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１ 占用の許可を受けた者の使用料

占用の種別 単位 金額 付記

数量 期間

電柱の類 ３条以下の電線を １本 １年 円
支持するもの ２，７００

４条又は５条の電 ４，１００
線を支持するもの

６条以上の電線を ５，６００
支持するもの

その他の柱類 １本 １年 ２４０ 支柱及び支線は、
それぞれ１本と
する。

電線の類 共架電線その他上 １メートル １年 ２４
空に設ける線類

地下に設ける電線 １４
その他の線類

地上に設ける変圧器 １個 １年 ２，４００

地下に設ける変圧器 １平方メー １年 １，４００
トル

鉄塔 １平方メー １年 ４，８００
トル

変圧塔 １個 １年 ４，８００

公衆電話所 １個 １年 ４，８００

郵便差出箱 １個 １年 ２，０００

地下埋設管 外径が０．０７メ １メートル １年 １００
ートル未満

外径が０．０７メ １４０
ートル以上０．１
メートル未満

外径が０．１メー ２２０
トル以上０．１５
メートル未満

外径が０．１５メ ２９０
ートル以上０．２
メートル未満

外径が０．２メー ４３０
トル以上０．３メ
ートル未満

外径が０．３メー ５８０
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トル以上０．４メ
ートル未満

外径が０．４メー １，０００
トル以上０．７メ
ートル未満

外径が０．７メー １，４００
トル以上１メート
ル未満

外径が１メートル ２，９００
以上

標識 １本 １年 ３，９００

一時材料置場 １平方メー １月 １，０００
トル

工事用仮囲、足場、詰所その他 １平方メー １月 １，０００
これらに類する仮設工作物 トル

競技会、展示会、集会その他こ １平方メー １日 ２３
れらに類する催しのために設け トル
られる仮設工作物

太陽電池発電施設、燃料電池発 １平方メー １年 ４，８００
電施設、蓄電池及び熱供給施設 トル

その他法又は政令で定める物件 １平方メー １年 ４４５
又は工作物 トル

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（使用料に関する経過措置）

２ 令和６年度に限り、既占用物件についてのこの条例による改正後の川口市都市

公園条例（以下「新条例」という。）別表第４の１占用の許可を受けた者の使用

料の表金額の欄に定める金額は、当該既占用物件の種別に応じ、同欄に定める金

額が、この条例による改正前の川口市都市公園条例別表第４の１占用の許可を受

けた者の使用料の表金額の欄に定める金額に１．２を乗じて得た額を超えるとき

は、当該額（当該額が１００円未満である場合に１円未満の端数があるとき、及

び当該額が１００円以上である場合に１０円未満の端数があるときは、これらを

切り捨てる。）とする。

３ 前項に規定する既占用物件とは、次に掲げる占用に係る物件をいう。
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(1) この条例の施行の際現に都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１

項又は第３項に規定する許可（以下「占用許可」という。）を受けてしている

占用で当該占用許可に係る占用の期間の初日がこの条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前であるもの（当該占用許可に係る占用の期間が１年以上の

ものに限る。）

(2) 施行日の前日を占用許可に係る占用の期間の末日とする占用許可（以下「前

占用許可」という。）に引き続く施行日を占用許可の期間の初日とする同様の

占用許可を受けてする占用（当該占用許可に係る占用の期間及び前占用許可に

係る占用の期間の合計が１年以上となるものに限る。）

（延滞金に関する経過措置）

４ 新条例第３４条の規定は、施行日以後に納期限の到来する使用料について適用

する。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１７号

川口市道路河川占用料条例の一部を改正する条例

川口市道路河川占用料条例（昭和３３年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

第５条第１項中「、納入通知書により」を削り、「当該納入通知書に定める日」

を「市長が指定する日（以下「納期限」という。）」に改め、同項ただし書中「期

間が」の次に「１年以上で、かつ、」を加える。

第７条を削る。

第８条第１項中「法第７３条第１項」を「占用料を納期限までに納付しない者が

ある場合において、法第７３条第１項」に、「により督促した」を「による督促を

した」に改め、同項ただし書を削り、同条第２項中「納入」を「納付」に、「とき

は」を「ときは、」に、「を徴収する」を「とする」に改め、同条に次の２項を加

える。

３ 前項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、前項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合は、その年

中においては、その年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年１４．５パーセントの割合を超える場合

には、年１４．５パーセントの割合）とする。

４ 市長は、占用料を納付する義務を負う者が納期限までに占用料を納付しなかっ

たことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前２項の延滞金額を

減額し、又は免除することができる。

第８条を第７条とし、第９条を第８条とする。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第３条関係）

占用の種類 単位 占用料

法第３２条第 第１種電柱 １本につき１年 ２，７００
１項第１号に
掲げる工作物 第２種電柱 ４，１００
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第３種電柱 ５，６００

第１種電話柱 ２，４００

第２種電話柱 ３，９００

第３種電話柱 ５，３００

その他の柱類 ２４０

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルに ２４
つき１年

地下に設ける電線その他の線類 １４

地上に設ける変圧器 １個につき１年 ２，４００

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ １，４００
ートルにつき１年

変圧塔その他これに類するもの及 １個につき１年 ４，８００
び公衆電話所

郵便差出箱 ２，０００

広告塔 表示面積１平方メ １０，２００
ートルにつき１年

その他のもの 占用面積１平方メ ４，８００
ートルにつき１年

法第３２条第 外径が０．０７メートル未満のも 長さ１メートルに １００
１項第２号に の つき１年
掲げる物件

外径が０．０７メートル以上０． １４０
１メートル未満のもの

外径が０．１メートル以上０．１ ２２０
５メートル未満のもの

外径が０．１５メートル以上０． ２９０
２メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上０．３ ４３０
メートル未満のもの

外径が０．３メートル以上０．４ ５８０
メートル未満のもの

外径が０．４メートル以上０．７ １，０００
メートル未満のもの

外径が０．７メートル以上１メー １，４００
トル未満のもの

外径が１メートル以上のもの ２，９００

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メ ４，８００
ートルにつき１年

法第３２条第 地下街及 階数が１のもの Ａに０．００４
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１項第５号に び地下室 を乗じて得た額
掲げる施設

階数が２のもの Ａに０．００６
を乗じて得た額

階数が３以上のもの Ａに０．００７
を乗じて得た額

上空に設ける通路 ５，１００

地下に設ける通路 ３，１００

その他のもの ４，８００

法第３２条第 祭礼、縁日等に際し、一時的に設 占用面積１平方メ １００
１項第６号に けるもの ートルにつき１日
掲げる施設

その他のもの 占用面積１平方メ １，０００
ートルにつき１月

道路法施行令 看板（ア 一時的に設けるもの 表示面積１平方メ １，０００
（昭和２７年 ーチであ ートルにつき１月
政令第４７９ るものを
号。以下「令 除く。） その他のもの 表示面積１平方メ １０，２００
」という。） ートルにつき１年
第７条第１号
に掲げる物件 標識 １本につき１年 ３，９００

旗ざお 祭礼、縁日等に際し、 １本につき１日 １００
一時的に設けるもの

その他のもの １本につき１月 １，０００

幕（令第 祭礼、縁日等に際し、 その面積１平方メ １００
７条第４ 一時的に設けるもの ートルにつき１日
号に掲げ
る工事用 その他のもの その面積１平方メ １，０００
施設であ ートルにつき１月
るものを
除く。）

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 １０，２００

その他のもの ５，１００

令第７条第２号に掲げる太陽光発電設備及び風力 占用面積１平方メ ４，８００
発電設備 ートルにつき１年

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５ 占用面積１平方メ １，０００
号に掲げる工事用材料 ートルにつき１月

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７ ４８０
号に掲げる施設

令第７条第９ 建築物 占用面積１平方メ Ａに０．０１を
号に掲げる施 ートルにつき１年 乗じて得た額
設

その他のもの Ａに０．００７
を乗じて得た額
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令第７条第１ 建築物 Ａに０．０２２
０号に掲げる を乗じて得た額
施設及び自動
車駐車場 その他のもの Ａに０．００７

を乗じて得た額

別表備考第９号中「。以下同じ」を削り、「１平方メートル若しくは１メートル

」を「０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル」に、「１平方メートル又

は１メートルとして」を「その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長

さを切り捨てて」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（占用料に関する経過措置）

２ 令和６年度に限り、既占用工作物等（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第

３２条第１項第５号に掲げる施設のうち地下街及び地下室、道路法施行令（昭和

２７年政令第４７９号）第７条第９号に掲げる施設並びに同条第１０号に掲げる

施設及び自動車駐車場を除く。）についてのこの条例による改正後の川口市道路

河川占用料条例（以下「新条例」という。）別表占用料の欄に定める金額は、当

該既占用工作物等の種類に応じ、同欄に定める金額が、この条例による改正前の

川口市道路河川占用料条例別表占用料の欄に定める金額に１．２を乗じて得た額

を超えるときは、当該額（当該額が１００円未満である場合に１円未満の端数が

あるとき、及び当該額が１００円以上である場合に１０円未満の端数があるとき

は、これらを切り捨てる。）とする。

３ 令和６年度に限り、既占用工作物等（道路法施行令第７条第９号に掲げる施設

並びに同条第１０号に掲げる施設及び自動車駐車場に限る。）についての新条例

別表占用料の欄の規定の適用については、同欄中「０．００７」とあるのは、「

０．００７２」とする。

４ 前２項に既定する既占用工作物等とは、次に掲げる占用に係る工作物、物件又

は施設をいう。

(1) この条例の施行の際現に道路法第３２条第１項若しくは第３項の許可若しく
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は同法第３５条に規定する同意若しくは電線共同溝の整備等に関する特別措置

法（平成７年法律第３９号）第１０条、第１１条第１項若しくは第１２条第１

項の許可若しくは同法第２１条に規定する協議の成立、河川法（昭和３９年法

律第１６７号）第１００条第１項において準用する同法第２４条の許可又は川

口市法定外公共物管理条例（平成２８年条例第３４号）第４条第１項の許可（

以下これらを「許可等」という。）によりしている道路、河川区域内の土地及

び法定外公共物の敷地（以下「道路等」という。）の占用で当該許可等に係る

占用の期間の初日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前である

もの（当該許可等に係る占用の期間が１年以上のものに限る。）

(2) 施行日の前日を許可等に係る占用の期間の末日とする許可等（以下「前許可

等」という。）に引き続く施行日を許可等に係る占用の期間の初日とする同様

の許可等による道路等の占用（当該許可等に係る占用の期間及び前許可等に係

る占用の期間の合計が１年以上となるものに限る。）

（延滞金に関する経過措置）

５ 新条例第７条第３項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適

用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１８号

川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例（平成２８年条例第

４６号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第５号中「（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第２項に規定する区分所有者を含む。）」及び「（以下「管理組合」

という。）」を削り、「所有者若しくは管理組合」を「それらのもの」に改め、同

項第６号ア及びイ中「土地所有者及び土地占有者」を「所有者及び占有者」に、「

建物所有者及び建物占有者」を「建物の所有者及び占有者」に改める。

第５条中「当たり、」の次に「当該ワンルームマンション等における」を加える。

第６条中「当たり、」の次に「当該」を加え、同条の次に次の１条を加える。

（宅配ボックスの設置）

第６条の２ 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、当該ワンルー

ムマンション等の敷地内に、ワンルーム住戸の数に応じて必要な数の宅配ボック

ス（建築基準法施行令第２条第１項第４号ヘに規定する宅配ボックスをいう。以

下同じ。）を設けなければならない。ただし、宅配トラック等（ワンルームマン

ション等の入居者に配達される物品を運送するトラックその他の自動車をいう。

）の駐車又は停車による当該ワンルームマンション等の周辺の交通への支障を生

ずるおそれが少ないと市長が認める場合は、この限りでない。

第９条第１項中「建築主等」を「ワンルームマンション等の建築主等」に改め、

「における」の次に「当該」を加え、同条第２項中「建築主等」を「ワンルームマ

ンション等の建築主等」に、「における」を「において当該」に改める。

第１０条第１項中「措置及び」を「規定による措置及び設置並びに」に改め、同

条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加え、「、協議が終了した」を「、

その」に改める。

第１１条第１項中「措置」を「規定による措置及び設置」に改める。

第１２条第１項中「建築主等は、」の次に「ワンルームマンション等の建築に当

たり、当該ワンルームマンション等に係る」を加える。
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第１４条第１項中「書類」の次に「（以下「説明状況報告済証」という。）」を

加え、同条第３項中「当該報告が済んだ旨を証する書類」を「説明状況報告済証」

に改める。

第１５条第１項中「標識が設置された」を「規定による標識の設置がされた」に

改め、同条第３項中「前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類」を「説明状況報

告済証」に改める。

第１６条第２項中「書類」を「規定による書類の交付」に、「前まで」を「時ま

で」に改める。

第１７条中「第５条の」の次に「規定による」を加え、「駐輪施設の設置」を「

規定による駐輪施設の設置、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置」に改め、

「第７条の」の次に「規定による」を加える。

第１８条第１項中「速やかにその」を「速やかに当該報告に係る」に、「、その

」を「、当該」に改め、同条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加え、「

前又は」を「時又は」に、「前まで」を「時まで」に改める。

第１９条中「の次」を「に係る次」に、「に変更があった」を「の変更（隣接住

民等の生活環境及び住環境を害するおそれがないものとして規則で定める変更を除

く。）をしようとする」に、「申請をする前までに」」を「申請」」に、「前まで

に、」を「時までに、」に、「第１９条」を「第１９条第１項」に、「報告をする

前までに」を「報告」に改め、同条第２号中「措置」を「規定による措置及び設置

」に改め、同条第４号中「前各号」を「前３号」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 建築主等は、前項の規則で定める変更をしたときは、当該変更をした日から起

算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める届出書により市長に届け

出なければならない。

第１９条の次に次の１条を加える。

（建築期間における連絡先表示板の設置）

第１９条の２ ワンルームマンション等の建築主等は、建築期間において、当該建

築物の名称及び管理期間に所有者等となる者が決定している場合には、第２３条

第１項に規定する連絡先表示板（次項において「連絡先表示板」という。）を設

置することができる。
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２ 建築主等は、前項の規定により連絡先表示板を設置したときは、当該連絡先表

示板を設置した日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める

報告書により市長に報告しなければならない。

第２０条中「建築主等」を「ワンルームマンション等の建築主等」に、「標識」

を「規定により設置した標識」に改める。

第２１条第１項中「認められた」の次に「第５条から第７条までの規定による」

を加える。

第２３条の見出し中「及び維持管理」を削り、同条第１項中「設置し、適切に維

持管理しなければ」を「設置しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該ワンルームマンション等に第１９条の２第１項の規定により連絡

先表示板が設置されているときは、この限りでない。

第２３条第２項中「より、」を「より」に改め、同条第３項を削り、同条の次に

次の１条を加える。

（連絡先表示板の維持管理）

第２３条の２ ワンルームマンション等の所有者等は、第１９条の２第１項又は前

条第１項の規定により設置された連絡先表示板を適切に維持管理しなければなら

ない。

２ ワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に記載された事項に変更

があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７日（市の休日を

除く。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなければならない。

第２５条第１項中「廃棄物の保管方法」を「規定による措置」に、「駐輪施設」

を「規定による駐輪施設の設置、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置」に

改め、「第７条の」の次に「規定による」を加え、「を変更しよう」を「の変更（

隣接住民等の生活環境及び住環境を害するおそれがないものとして規則で定める変

更を除く。）をしよう」に、「説明」を「規定による説明」に、「標識が設置され

た」を「規定による標識の設置がされた」に、「第２５条第１項において準用する

前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類」を「説明状況報告済証」に、「、第２

０条」を「、第１６条第２項中「法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定によ

る確認の申請」とあるのは「第２５条において準用する次条の規定による報告」と、
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第２０条」に、「標識を」を「規定により設置した標識を」に改め、同条に次の１

項を加える。

３ ワンルームマンション等の所有者等は、第１項の規則で定める変更をしたとき

は、当該変更をした日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定

める届出書により市長に届け出なければならない。

第２６条第２項中「関する」を「記載された」に改める。

第２９条を次のように改める。

（届出書等の閲覧）

第２９条 市長は、第１１条第２項（第１９条第１項において準用する場合を含む。

）、第１３条第１項、第１５条第３項及び第１７条（これらの規定を第１９条第

１項又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１９条の２第２項、

第２３条第２項、第２３条の２第２項並びに第２６条第２項の報告書並びに第１

９条第２項、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）及び第

２５条第３項の届出書の提出があったときは、当該報告書及び届出書を一般の閲

覧に供するものとする。

第３０条第１項中「駐輪施設の設置」の次に「、第６条の２の規定による宅配ボ

ックスの設置」を、「並びに」の次に「第１９条の２第１項、」を加える。

第３１条第１項中「の規定による連絡先表示板を設置しない者」を「に規定する

もの」に改める。

第３２条第１２項中「第２６条第１項の」の次に「規定による」を加え、「を設

置しない者」を「の設置をしないもの」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第

１１項中「第１９条」を「第１９条第１項」に、「者に」を「ものに」に改め、同

項を同条第１２項とし、同条第１０項中「第１９条」を「第１９条第１項」に改め、

「第２１条第３項の」の次に「規定による」を加え、「者に」を「ものに」に改め、

同項を同条第１１項とし、同条第９項中「者に」を「ものに」に改め、同項を同条

第１０項とし、同条第８項の次に次の１項を加える。

９ 市長は、第１１条第２項（第１９条第１項において準用する場合を含む。）、

第１３条第１項、第１５条第３項及び第１７条（これらの規定を第１９条第１項

又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１９条の２第２項、第
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２３条第２項、第２３条の２第２項並びに第２６条第２項の規定による報告並び

に第１９条第２項、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）

及び第２５条第３項の規定による届出をしないものに対し、期限を定めて当該報

告又は届出をするよう勧告することができる。

第３２条第８項を削り、同条第７項中「第１９条」を「第１９条第１項」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「第１９条」を「第１９条第１項」に、「者

に」を「ものに」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「者に」を「もの

に」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項

とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 市長は、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置をしない者に対し、期限

を定めて宅配ボックスを設置するよう勧告することができる。

第３３条中「者が」を「ものが」に改める。

第３４条第１項中「者が」を「ものが」に改め、同条第３項中「により公表しよ

う」を「による公表をしよう」に、「公表しようとする者」を「公表に係るもの」

に、「者が」を「ものが」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川口市ワンルームマンション

等の建築及び管理に関する条例第１０条第１項の規定による協議を開始したワン

ルームマンション等については、この条例による改正後の川口市ワンルームマン

ション等の建築及び管理に関する条例第６条の２の規定は、適用しない。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１１９号

工事委託契約の締結について

次のとおり工事委託契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 委 託 名 東北本線蕨・南浦和間芝陸橋改修工事委託（第２期）

２ 履 行 場 所 川口市芝塚原１丁目地内

３ 契 約 の 方 法 随意契約

４ 契 約 金 額 ４５５，５３３，６６９円

５ 契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区錦町４３４番地４

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員大宮支社長 森 明

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 31 -



議案第１２０号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 仮称西川口・横曽根公民館・横曽根図書館改築工事のうち電

気工事

２ 工 事 場 所 川口市西川口５丁目２番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ３６９，７８４，８００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市芝下２丁目１７番１１号

高山電設工業株式会社

代表取締役 阿 部 憲 夫

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２１号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 仮称西川口・横曽根公民館・横曽根図書館改築工事のうち設

備工事

２ 工 事 場 所 川口市西川口５丁目２番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ５０３，８００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市上青木４丁目１６番３８号

アペック・安藤特定建設工事共同企業体

埼玉県川口市上青木４丁目１６番３８号

株式会社アペックエンジニアリング川口営業所

営業所長 梅 田 誠 明

埼玉県川口市芝４丁目１２番１１号

株式会社安藤設備工業

代表取締役 安 藤 哲 也

上記代表者

株式会社アペックエンジニアリング川口営業所

営業所長 梅 田 誠 明

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２２号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 北スポーツセンター及び神根西公民館ほか解体工事

２ 工 事 場 所 川口市大字道合３９０番地

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ７２７，５２６，８００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市弥平３丁目７番１７号

株式会社内山商事

代表取締役 中 林 和 彦

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２３号

財産の交換について

次のとおり財産を交換するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第６号の規定により議決を求める。

記

１ 交換に供する財産

（１）財産の種別 土地

（２）所 在 地 川口市芝樋ノ爪１丁目９４７番２

（３）面 積 ３１９．８０平方メートル

（４）価 額 １０２，３３６，０００円

２ 交換により取得する財産

（１）財産の種別 土地

（２）所 在 地 川口市芝４丁目２５６５番１の一部

（３）面 積 ５０．３６平方メートル

（４）価 額 １６，０６４，８４０円

３ 交換の相手方

川口市在住 男 性 ６８歳

４ 交換差額の補足

相手方は、市に対し、交換差額金８６，２７１，１６０円を支払うものとする。

５ 交換理由

芝地区住宅市街地総合整備事業において、交換により取得する財産は道路拡幅

予定地であり、交換に供する財産と交換することで事業の推進を図るため。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２４号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 ＧＩＧＡスクール端末

２ 納 入 場 所 川口市本町２丁目４番６号ほか７９校

３ 納 入 者 埼玉県川口市前川２丁目３２番２号

株式会社スリーウエイ

代表取締役 榊 尚 寛

４ 数 量 １０，０００台

５ 取 得 価 格 ５６８，４２５，０００円

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２５号

訴えの提起について

福祉資金貸付金の回収金に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立

てがなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定によ

り、支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなさ

れるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定

により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市大字辻７４６番８号

飯 村 三 男

飯 村 メリリー

２ 事件の内容

上記の者は、連帯保証人又は併存的債務引受契約者として、福祉資金貸付金の

滞納について電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者

に対し当該債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立

てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し福祉資金貸付金の回収金及びこれに係る遅延損害金の支払いを

求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から福祉資金貸付金の回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、

その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２６号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立て

がなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、

支払督促の申立ての時にさいたま簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなさ

れるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定

により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

蕨市北町２丁目９番１０号

ネクスト コンフォート５０１号

岩 田 晃

２ 事件の内容

上記の者は、進学に当たって借り入れた奨学資金貸付金について、返還を求め

る電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者に対し当該

債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うも

のである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てがさいたま簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９

６条第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２７号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立て

がなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、

支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなされる

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定によ

り次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市東領家５丁目１８番１７号

エトワール１０２

住 永 菜 摘

２ 事件の内容

上記の者は、進学に当たって借り入れた奨学資金貸付金について、返還を求め

る電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者に対し当該

債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うも

のである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２８号

訴えの提起について

放課後児童クラブ利用料、学校給食費及び児童扶養手当返還金に伴う支払督促の

申立てに係り、債務者から異議の申立てがなされた場合、民事訴訟法（平成８年法

律第１０９号）第３９５条の規定により、支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所

への訴えの提起があったものとみなされるため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市新井町９番２２－３０２号

サンハイツ川口

高 木 ホセフィナ

２ 事件の内容

上記の者は、扶養する子が学校在学中に利用した放課後児童クラブ利用料及び

学校給食費並びに過誤納により発生した児童扶養手当返還金の滞納について、電

話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者に対し当該債権

等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うもので

ある。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し放課後児童クラブ利用料及び学校給食費並びにこれに係る遅延

損害金並びに児童扶養手当返還金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から放課後児童クラブ利用料、学校給食費及び児童扶養手当返還金

を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解する
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ものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２９号

訴えの提起について

奨学資金貸付金回収金に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立て

がなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、

支払督促の申立ての時に東京簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなされる

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定によ

り次のとおり議決を求める。

１ 相手方

東京都新宿区左門町１２番１号

フレンシア四谷左門町８０１

塚 田 愛 理

２ 事件の内容

上記の者は、進学に当たって借り入れた奨学資金貸付金について、返還を求め

る電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者に対し当該

債権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うも

のである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが東京簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し奨学資金貸付金回収金及びこれに係る延滞利息の支払いを求め

るもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から奨学資金貸付金回収金を完納する旨の申入れがあり、かつ、そ

の履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３０号

訴えの提起について

学校給食費に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立てがなされた

場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、支払督促

の申立ての時に所沢簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなされるため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により次のと

おり議決を求める。

１ 相手方

狭山市大字北入曽７９４番地４

富 岡 恵 理

富 岡 寿 人

２ 事件の内容

上記の者は、扶養する子が学校在学中に利用した学校給食費の滞納について、

電話や催告書等による再三の催告に応じなかった。そこで、債務者に対し当該債

権等に係る金銭の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うもの

である。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが所沢簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費及びこれに係る遅延損害金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター仲町たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 清 水 竹 敏

３ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３２号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立映像・情報メディアセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市上青木３丁目１２番６３号

株式会社デジタルＳＫＩＰステーション

代表取締役社長 奥 野 立

３ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立体育武道センター

川口市青木町公園総合運動場

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市西青木４丁目８番１号

公益財団法人川口市スポーツ協会

代表理事会長 安 達 善 一

３ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

三ツ和公園

戸塚南公園

安行公園

戸塚東公園

安行出羽公園

安行中道北公園

安行出羽緑道

戸塚榎戸公園

安行出羽ポケットパーク

差間箕輪前公園

戸塚佐藤第２公園

安行出羽北公園

差間中公園

戸塚はさみ第２公園

安行原自然の森

前野宿川公園

沼田公園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字安行領家８４４番地の２ 川口緑化センター内

一般社団法人川口市造園業協会

代表理事会長 寺 山 樹 生

３ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 52 -



議案第１３５号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

赤山歴史自然公園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市戸塚南２丁目１番４０号

株式会社テラヤマ

代表取締役 寺 山 樹 生

３ 指定の期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 53 -



議案第１３６号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根 2.7
大字木曽呂字土手下1002番2地先 大字木曽呂字土手下1100番5地先 ～ 519.8

第213-2号線 3.8

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３７号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根
大字木曽呂字表312番15地先 大字木曽呂字表315番7地先 5.0 80.6

第 7 8 4 号 線

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３８号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行吉岡字天沼1266番8地先 大字安行領家字前18番7地先 4.5 92.7 ①

第175-3号線

安 行
大字安行領家字前15番6地先 大字安行領家字前22番4地先 4.5 61.5 ②

第175-4号線

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３９号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行吉岡字大原1352番3地先 大字安行吉岡字大原1352番32地先 6.0 162.9

第189-1号線

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４０号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

神 根
大字木曽呂字弥右エ門堤下1428番1地先 大字木曽呂字土手下1140番地先 3.0 314.5 ①

第 2 0 9 号 線

神 根 4.9
大字道合字木曽呂下363番1地先 大字木曽呂字土手下1170番地先 ～ 312.2 ②

第 2 1 0 号 線 5.0

神 根
大字 神 戸 字 西 谷 7 2 7 番 地 先 大 字 神 戸 字 西 谷 7 1 1 番 地 先 3.0 184.1 ③

第 2 1 1 号 線

神 根
大字 神 戸 字 西 谷 7 5 7 番 地 先 大字神戸字西谷739番1地先 3.0 150.8 ④

第 2 1 2 号 線

神 根 2.7
大字神戸字西谷775番6地先 大字木曽呂字土手下1002番2地先 ～ 1088.7 ⑤

第 2 1 3 号 線 3.8

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４１号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

江 連 光 惠 昭和２５年９月２５日生 川口市本町２丁目４番３７号

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 江 連 光 惠

生年月日 昭和２５年９月２５日

現 住 所 川口市本町２丁目４番３７号

昭和５４年１１月 錫杖寺寺務員

平成１０年１２月 民生委員・児童委員
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議案第１４２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

木 田 一 彦 昭和３１年９月１１日生 川口市戸塚東１丁目２７番１４号

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 木 田 一 彦

生年月日 昭和３１年９月１１日

現 住 所 川口市戸塚東１丁目２７番１４号

平成１９年 ４月 埼玉県立志木高等学校教頭

平成２４年 ４月 川口市立川口高等学校校長

平成２７年 ４月 埼玉県立草加高等学校校長

平成２９年１２月 保護司

令和 ２年 ４月 川口市立川口高等学校政策アドバイザー

令和 ３年 ４月 東京国際大學人間社会学部非常勤講師
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議案第１４３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

寺 田 美津司 昭和３７年６月２５日生 川口市三ツ和２丁目１３番地の２

８

令和５年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 寺 田 美津司

生年月日 昭和３７年６月２５日

現 住 所 川口市三ツ和２丁目１３番地の２８

平成２５年 ４月 埼玉県社会保険労務士会川口支部支部長

埼玉県社会保険労務士会常任理事

平成２５年１０月 川口市指定管理者候補者選定及び評価会議委員

平成２８年 ６月 埼玉南社会保険労務士法人代表社員

令和 ３年 ４月 埼玉県社会保険労務士政治連盟副会長
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